
札幌市告示第 1666 号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける調

達を一般競争入札に付すので、下記のとおり告示する。 

 

令和５年４月３日 

 

札幌市長 秋元 克広 印 

 

記 

１ 契約担当部局 〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

札幌市環境局環境事業部施設管理課 電話(011)211-2922 

 

２ 入札に付する事項 

(1) 事業名  

白石破砕工場更新事業 

(2) 事業場所  

札幌市白石区東米里 2170 番地 

(3) 事業期間  

事業期間は、事業契約締結日の翌日から令和 30 年 3 月 31 日までの約 24 年間であ

り、設計・建設期間、運営・維持管理期間から構成される。 

ア 設 計 ・ 建 設 期 間： 

事業契約締結日の翌日から令和 10 年（2028 年）3 月 31 日まで。 

イ 運営・維持管理期間： 

令和 10 年（2028 年）4 月 1 日から令和 30 年（2048 年）3 月 31 日まで。 

(4) 事業内容 

ＤＢＯ方式による新破砕工場の設計、建設、運営等事業 

(5) 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

３ 入札予定価格 

  本事業の入札予定価格は、次のとおりとする。 

  ２１，９６０，０００，０００円 

   設計・建設業務に係る対価の内訳額 

   １３，５９０，０００，０００円 

   運営・維持管理業務に係る対価の内訳額 

   ８，３７０，０００，０００円 

 

４ 入札参加資格 

(1) 入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は、次の各号に掲げるとおりとする。 



ア  入札参加者は、構成員と協力企業で構成されるものとする。ただし、入札参加者

は、構成員のみとすることも可能とする。また入札参加者は、参加資格要件を全て

満たすことにより 1 者とすることも可能とする。なお、構成事業者は、ともに参加

表明時に企業名を表明しなければならない。 

イ 設計・建設業務において、本市と建設工事請負契約を締結する者は、構成員とな

らなければならない。なお、複数の企業からなる特定建設工事共同企業体（以下

「建設 JV」という。）を組成することができる。建設 JV となる場合は、建設 JV の

代表者は、構成員とならなければならない。また、建設 JV の代表者を除く企業は、

構成員または協力企業とならなければならない。 

ウ 入札参加者の構成事業者の企業数は任意とするが、構成事業者は本件事業の実施

に関して各々適切な役割を担うものとする。 

エ 入札参加者は、「４（２）イ 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要

件」の全ての要件を満たす 1 者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として

定めるものとする。代表企業は構成員とし、運営事業者の最大の出資者（出資割合

50％超）になるものとする。また、設計・建設業務を請け負うにあたり、建設 JV を

組成する場合は、代表企業が建設 JV の代表者になるものとする。なお、当該代表企

業が入札手続き等を行うものとする。 

オ 入札参加者の構成事業者は、参加表明書提出以降に入札参加者から脱退した場合

を含めて、他の入札参加者の構成事業者となることは認めない。 

カ 入札参加者の構成事業者のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに

同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成事

業者になることはできない。 

キ 同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。 

(2) 入札参加者の構成事業者の要件 

入札参加者の構成事業者は、本件事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行

う者として、以下のア、イ及びウの各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、

複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能で

ある。 

ア 本施設の建築物の設計・建設を行う者の要件 

本施設の建築物の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務

を複数の者で行う場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

(ｱ)  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所 

の登録を行っていること。 

(ｲ)  建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事に 

つき特定建設業の許可を受けていること。 

(ｳ) 建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できる

こと。当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的な雇用

関係があること。なお、適切な引継ぎを行うとともに、状況に応じた前任者との

情報共有や連携を図ることができる場合に限り、設計時と建設時における監理技

術者の変更を認めるものとする。 

(ｴ) 札幌市競争入札参加資格者名簿（工事）に工種「建築」で登録しており、登録

の際に客観的事項について算定された点数が 1,200 点以上であること。なお、名

簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明書の提出

期限日の前日から起算して 10 日前の日までに、次のとおり申請する必要がある。 



(a) 申請先 

札幌市財政局管財部契約管理課（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目） 

電話 011-211-2152 

(b) 申請に必要な書類の入手方法 

上記(a)の場所で交付するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウンロード 

できる。 

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/chosei/toroku/9_wto.html  

イ  本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 

本施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。

本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

(ｱ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事に 

つき特定建設業の許可を受けていること。 

(ｲ) 建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有する

者を専任で配置できること。当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か

月以上の直接的な雇用関係があること。なお、適切な引継ぎを行うとともに、状

況に応じた前任者との情報共有や連携を図ることができる場合に限り、設計時と

建設時における監理技術者の変更を認めるものとすると。 

(ｳ) 札幌市競争入札参加資格者名簿（工事）に工種「機械設備」で登録しており、

登録の際に客観的事項について算定された点数が 1,200 点以上であること。なお、

名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明書の提

出期限日の前日から起算して 10 日前の日までに、ア（ｴ）のとおり申請する必要

がある。 

(ｴ)  参加表明書の提出日において地方公共団体発注の一般廃棄物を対象とした破

砕処理施設（高速回転式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の稼働

実績を元請として有すること。 

ウ 本施設の運営・維持管理を行う者の要件 

本施設の運営・維持管理業務の委託を行う者は構成員とすること。本業務を複数

の者で行う場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

(ｱ)  札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に業種「廃棄物処理業」かつ

「建物設備等保守管理業」で登録されている者であること。なお、名簿に登録

されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明書の提出期限日

の前日から起算して 10 日前の日までに、ア（ｴ）のとおり申請する必要がある。 

(ｲ)  地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、平成 24 年 4 月 1 日以降に破砕処理施

設（高速回転式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の 1 年以上の運

転管理業務実績を元請（応募者の構成員が出資した特別目的会社から直接受託

したものを含む。）として有すること。 

(ｳ)  廃棄物処理施設技術管理者講習（破砕・リサイクル施設）を修了し、破砕処

理施設（高速回転式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の現場総括

責任者としての経験を有する技術者を本件事業の現場総括責任者として運営開

始後に 1 年間以上配置できること。 

(3) 構成事業者の制限 

次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加者の構成事業者となることはできな 

い。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。 

イ 札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者。 



ウ 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年 4 月 26 日財政局理事決裁）の規 

程に基づく指名停止等の措置を受けている者。 

エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。 

オ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、 

経営状況が著しく不健全であると認められる者。 

カ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて 

いる者。（更生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

キ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをなし、又 

は申立てがなされている者。（再生手続開始の決定がなされた場合を除く。） 

ク 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第 6 号。以下「条例」と 

いう。）に基づき、次に掲げる者。 

(ｱ)  役員等（申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、申請者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が暴

力団員（条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認

められる者。 

(ｲ) 暴力団（条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

(ｳ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用などが認められる者。 

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する 

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい 

ると認められる者。 

(ｵ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認 

められる者。 

ケ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申 

立てがなされている者。 

コ 清算中の株式会社である民間事業者で、会社法に基づく特別清算開始命令がなさ 

れた者。 

サ 国税又は地方税を滞納している者。 

シ 本市が本件事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びその者と当該ア

ドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人

事面において関連がある者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連の

ある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資

の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連の

ある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。 

ス 本件事業に関し、本市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以 

下のとおりである。 

(ｱ) 株式会社エイト日本技術開発 

(ｲ) 豊原総合法律事務所 

(ｳ) ナカオエンジニアリング株式会社 

 

５ 入札手続等 

(1)  入札公告及び入札説明書等の公表 



本市は、令和 5 年 4 月 3 日（月）に入札公告し、同日から入札説明書等を本市ホー

ムページにおいて公表する。 

（2） 入札説明書等に関する説明会及び現地見学会 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会を、令和 5 年 4 月 10 日（月）から同年

5 年 4 月 11 日（火）まで開催する。 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会への参加を希望する者は、「入札説明書

等に関する説明会及び現地見学会への参加申込書」（様式第 2 号-1）に必要事項を記入

の上、「入札説明書等に関する説明会及び現地見学会に係る誓約書」（様式第 2 号-2）

と併せて、令和 5 年 4 月 6 日（木）午後 3 時までに電子メールにより本市に提出する

こと。 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会への参加人数は、10 名以内とする。電

話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。本市は、電子メールにより、

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会の日時を各提出者へ返信する。 

申込みの状況によっては、本市は、日程の調整を行うことがある。なお、入札説明

書等に関する説明会及び現地見学会当日、本件事業に関する質問は受け付けない。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、実施方法を変更する場合があ

る。 

（3） 入札説明書等に関する質問受付 

入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

ア 提出方法 

入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」（様式

第 1 号）に必要事項を記入の上、電子メールにより「入札説明書 第５章 １ 

(13) 事務局」に提出すること。電話等による質問は受け付けない。 

なお、文書形式は、Microsoft Excel（windows 版）とすること。 

本市は、当該質問書を受領したことを確認するため、電子メールにより、本市の

受信確認通知を各提出者へ返信する。 

受信確認の通知が無い場合は、事務局へ必ず電話確認を行うこと。 

イ 受付期間 

(ｱ)  第 1 回 

令和 5 年（2023 年）4 月 3 日（月）から同年 4 月 17 日（月）午後 3 時まで 

(ｲ) 第 2 回 

令和 5 年（2023 年）5 月 29 日（月）から同年 6 月 9 日（金）午後 3 時まで 

なお、第 2 回の質問については、「入札説明書 第５章 １ (6) 参加資格審査結 

果の通知」の参加資格審査により参加資格を有すると認められた入札参加者の代 

表企業のみ質問を提出することができるものとする。 

（4） 入札説明書等に関する質問への回答書の公表 

入札説明書等に関する第 1 回質問への回答は同年 4 月 28 日（金）に、第 2 回質問

への回答は同年 6 月 16 日（金）に本市ホームページにおいて公表する。電話等によ

る問合せには応じない。なお、本件事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、

全ての質疑に回答するものではない。  

（5） 参加資格審査申請書類の提出 

入札参加希望者は、次により参加資格審査の申請を行わなければならない。期限ま 

でに参加資格審査申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入 

札に参加することができない。 

ア 提出書類 



「入札説明書 第６章 提出書類」に示すとおりとする。 

イ 提出方法 

持参によるものとし、郵送等は認めない。 

なお、提出に際しては、事務局に電話にて事前連絡を行うこと。 

ウ 受付場所 

事務局 

エ 受付期間 

令和 5 年（2023 年）4 月 25 日（火）から同年 5 月 9 日（火）までの午前 9 時か

ら午後 5 時まで（令和 5 年 5 月 9 日（火）については午後 3 時まで）とする。ただ

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 

（6） 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果は、参加資格審査申請を行った入札参加希望者の代表企業に対し

て、令和 5 年（2023 年）5 月 16 日（火）付（予定）で郵送により通知する。 

また、この段階では、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等につ

いては公表しない（審査講評公表時に公表する。）。 

なお、参加資格を有すると認められた者を対象に「用地測量に関する資料」を提供

するとともに、「市有施設の総合耐震計画及び耐震診断・改修要領」の貸与を行う。

「市有施設の総合耐震計画及び耐震診断・改修要領」の貸与に関する手続きは、別途

通知する。 

（7） 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

参加資格審査結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、 

本市に対して、令和 5 年（2023 年）5 月 23 日（火）（消印有効）までに参加資格が 

ないと認めた理由を問う書面（様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。） 

を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。 

本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対し 

て、速やかに郵送により書面にて回答する。 

（8） 対面的対話の実施 

入札参加者は、令和 5 年（2023 年）5 月 26 日（金）に、以下のとおり、希望によ

り本市と個別に対面的対話を行うことができる。 

なお、対面的対話の参加を希望する者は、令和 5 年 5 月 19 日（金）午後 3 時まで

に「対面的対話への参加申込書」（様式第 11 号-1）に必要事項を記入の上、「入札説

明書 第５章 １ (13) 事務局」に電子メールで申し込むこと。 

対面的対話の時間は 90 分程度とし、日時、場所や提出資料等の詳細を実施要領と 

してとりまとめ別途入札参加者の代表企業に通知する。 

【対面的対話の実施方法】 

ア 対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」（様式第 11 号-2） 

を記入の上、様式第 11 号-1 の提出時に併せて、電子メールにより提出すること。 

イ 事前提出を受けた様式第 11 号-2 に基づき、本市と入札参加者の対話を行う。対 

面的対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案 

自体に対する助言及び評価は行わない。 

ウ 事業者選定の公平性を確保する観点から、対話の内容は、対話終了後、1 週間程 

度を目途として、入札参加者に送付する。 

なお、入札参加者固有のノウハウに基づく部分については、入札参加者に対して 

個別に送付する。 

（9） 入札の辞退 



入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札提出書類提出期限までに、「入札辞退 

届」（様式第 10 号）を提出すること。 

(10)  入札提出書類の提出 

入札参加者の代表企業は、事務局へ、「入札説明書 第６章 提出書類」に示す入 

札提出書類を次のとおり提出すること。 

ア 受付期間 

令和 5 年（2023 年）7 月 10 日（月）から同年 7 月 24 日（月）までの午前 9 時か

ら午後 5 時まで（同年 7 月 24 日（月）については午後 3 時まで）とする。ただし、

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 

イ 提出方法 

持参によるものとし、郵送等は認めない。 

なお、提出に際しては、事務局に電話にて事前連絡をすること。 

（11） 提案書に関するヒアリング 

委員会は、本市において、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。 

なお、日時や場所、実施方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面

にて事前に別途通知する。 

ア 開催日時 

令和 5 年（2023 年）9 月下旬（予定） 

イ 実施方法 

ヒアリングは、入札参加者毎に行い、順番は提案書の受付順とする。時間は、 

1 入札参加者につき 90 分程度（入札参加者によるプレゼンテーション 30 分、質疑 

応答 60 分）を想定する。 

（12） 開札 

入札書の開札は、本市において、次のとおり行う。なお、日時や場所等の詳細を 

決定次第、各入札参加者の代表企業に本市より通知する。 

ア 日時 

令和 5 年（2023 年）9 月下旬（予定） 

イ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。立会いを行う者は、各 

入札参加者で１名とする。また、代理人が開札に立ち会う場合、「委任状（開札 の 

立会い）」（様式第 18 号）を当日持参すること。 

ウ 入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のな 

い本市職員を立ち会わせて行う。 

エ 開札場には、入札参加者、その代理人又はウの立会職員及び入札事務に関係のあ

る本市職員（以下「入札関係職員」という。）、及び白石破砕工場更新事業者選定委

員会以外の者は、入場することができない。 

オ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場するこ 

とができない。 

カ 入札参加者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に

身分証明書を提示しなければならない。代理人は、開札に関する委任状をもって、

身分証明書に替えることとする。 

キ 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認 

めた場合を除き、開札場を退場することができない。 

ク 開札場において、次のいずれかに該当する者は、当該開札場から退去させる。 

(ｱ) 公正な執行を妨げようとした者 

(ｲ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 



ケ 開札においては、入札価格が予定価格の範囲内であるか否かの確認を行う。当該 

範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。 

 

６ 議会の議決 

  本事業の内、建設工事請負契約については、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する

条例（昭和 39 年条例第６号）の規定により市議会の議決に付さなければならない工事で

あるため、議会の同意を得た後に本契約を締結する。 

 また、基本契約及び運営・維持管理業務委託契約については、本件事業に係る建設工 

事請負契約の締結について札幌市議会の議決を取得した日をもって本契約として成立する 

ことを確認する。 

 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金 

    入札保証金は免除する。なお、落札者となった場合において、正当な理由がなく基

本協定を締結しないときは、落札金額の 100 分の 3 に相当する額の違約金を徴収でき

るものとする。 

(3) 契約保証金 要 

ア 設計・建設業務における保証 

建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約保

証金として特定事業契約締結日までに納付するものとする。 

なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、建設工事請負契

約書（案）を参照のこと。 

イ 運営・維持管理業務における保証 

運営事業者は、運営・維持管理期間における各事業年度に関し、運営・維持管理

期間中における各事業年度の運営・維持管理業務委託料の 10 分の 1 以上の額を当該

事業年度の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。 

なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、運営・維持管理

業務委託契約書（案）を参照のこと。 

(4) 入札に要求される事項 

 この一般競争入札に参加を希望するものは、封印した入札書のほかに、本告示に示

した役務の提供が可能であることを証明する書類を添付して、入札書の受領期限まで

に提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、当該

書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者

のした入札その他札幌市契約規則第１１条各号の一に該当する入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法  

落札者決定基準に基づいて落札者を決定する。 

(8) 詳細は入札説明書による。 

 

８ Summary 

(1) Name of Project 

Renewal of Shiroishi Crushing Plant 



(2) Deadline to Submit Forms for Preliminary Screening of Prospective Bidders 

Tuesday, May 9, 2023, 3:00 p.m.  

(3) Deadline to Submit Project Proposals 

Monday, July 24, 2023, 3:00 p.m.  

(4) Contact Information 

Facility Management Section, Environmental Bureau, City of Sapporo 

Kita 1-jo, Nishi 2-chome, Chuo-ku Sapporo JAPAN 060-8611 

TEL 011-211-2922 

Email: seiso-shisetsukensetsu@city.sapporo.jp 

(5) Note 

All procedures will be conducted in Japanese only 

 

 


